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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社グループは、「経営ビジョン」（企業グループ理念及び目指すべき企業グループ像）の実現に向けた事業活動を行う中で、実効的なコーポ
レートガバナンスの実現のための取り組みを実施することにより、

1.株主をはじめとした当社グループの様々なステークホルダーとの信頼関係を維持・発展させること

2.透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行える体制を構築すること

　　等を通して、当社グループの持続可能な成長と中長期的な企業価値向上が実現できるものと認識しております。

　したがって、当社は、コーポレートガバナンスの充実を、経営の最重要課題のひとつであると位置付けており、その実現に向け取り組んでおりま
す。

　当社は、2021年度に2030年を見据えた長期経営計画「VISION 2030」（以下「VISION 2030」と言います。）を策定しており、当社HPにて公表して

おります。その中で当社の経営ビジョンや目指すところについても説明しておりますので、適宜ご参照下さい。

　（VISION 2030）

　（URL：https://jp.mitsuichemicals.com/jp/corporate/vision/）

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

2021年6月改訂後の、コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づき記載しております。

（補充原則2-4(1)：社内の多様性の確保）

当社においては、外国人人材・中途採用者の管理社員への登用については、定量的な目標管理は行っておりません。但し、当社は、グローバル
に活躍できるリーダーとなり得る人材を獲得・育成するために、性別・人種・国籍等を問わないタレントマネジメントを「適所適材」の思想の下、推進
しております。

※補充原則2-4(1)に定めるその他の事項(女性活躍推進、人材育成方針、社内環境整備方針)については、後述の「コーポレートガバナンス・コー
ドの各原則に基づく開示」に記載のとおりです。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

　当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方や方針等については、「コーポレートガバナンス・ガイドライン（以下「ガイドライン」）」とし
てとりまとめ、当社ホームページに公表していますのでこちらもご参照下さい。

（ガイドライン）

（URL:https://jp.mitsuichemicals.com/jp/corporate/governance.htm）

(原則1-4：株式の政策保有に関する方針)

1.当社は、政策保有株式については、VISION 2030達成に向けた戦略との整合、その結果としての定量的評価に基づき、中長期的な経済合理性

　がない株式、収益の源泉とならない株式については、計画的に縮減することを基本方針としており、毎年、ROIC等を指標とする定量評価及び

　定性評価を行い、取締役会において継続保有の適否を検証しています。

　　2024年度以降は、更に縮減を加速させるため、基本方針を「原則保有しない」に改め、ライトアセット化による資本効率向上を図っています。

　　　・2025年度売却実績：19銘柄(※) / 291億円(売却)金額

　　　(※)当社単体。有価証券報告書に記載される「みなし保有株式」を含みます。

2.保有株式の議決権の行使については、株主価値を毀損するものではないか等の観点を踏まえて、適切に行使していくものとします。

　　また、業績の長期低迷、重大なコンプライアンス違反の発生等の事情がある場合には、十分な情報を収集のうえ、特に次の議案については

　留意しつつ、議案に対する賛否を判断します。

　　剰余金処分議案、役員選任議案、退職慰労金贈呈議案、組織再編議案、買収防衛策議案等



(原則1-7：関連当事者間の取引)

　当社は、当社取締役との取引又は利益相反取引については、あらかじめ取締役会で審議したうえで実行し、事後、結果を取締役会に報告するこ
ととしています。また、主要株主や関係会社等関連当事者との取引については、第三者との取引と同様、価格等の取引条件の合理性等を審査し
たうえで、社内規則に基づいた承認手続きを実施し、内部統制室により定期的に監査するものとしています。

（補充原則2-4(1)：社内の多様性の確保）

　当社は、社会と当社グループの持続可能な成長のためにダイバーシティが必須であるとの考えから、ダイバーシティをコアバリューのひとつに位
置づけています。多様な人材による多様な発想は、持続的成長の基盤となるイノベーションの源泉であり、ダイバーシティの推進は重要な経営戦
略のひとつだと考えています。

　また、当社は、「従業員の採用・配置・育成・評価・処遇は、性別・人種・国籍・年齢・宗教・障害などに基づく差別をすることなく、ルールを開示し、
ルールに則り公正・公平に行う」旨の人材マネジメント方針を掲げるとともに、国・法人を跨ぐ異動（タレント・モビリティ）の枠組みである「ポジション
マネジメント」ポリシーを展開し、「適所適材」の取組みを加速しています。現在、当社グループには約17,000のポジションが存在し、そのうち海外
ベースのポジションの割合は36%となっています。当社は、長期経営計画と連動した組織及び組織を構成する職務を、適切にグループ全体でデザ
インしていくとともに、性別・国籍・中途採用等の区別なく適切な人材を配置することを基本方針としております。

＜女性活躍推進＞

　当社は、これまで、女性社員のプラントへの配属や、女性総合職の採用など、事業活動への女性の積極的な登用に向け取り組んできました。

　2006年の「女性活躍推進チーム」発足以降は、制度面の充実化を進め、女性が働き続けられる企業風土の醸成に注力してきました。

　女性活躍推進法の対応として、長期経営計画の人的資本に関するKPIにおいて、2030年に女性管理職（課長級以上）比率を15%以上に

することを目標に掲げ、意思決定層のさらなるダイバーシティの推進を目指しています。

　女性の登用状況は、社長を委員長とするESG推進委員会(※)において討議・報告を実施しています。2024年度からは部門別に女性管理職

（課長級以上）比率目標値を設定し、各部の部長に対して所属する女性社員の育成・登用計画をヒアリングする場も設ける等取り組むことで、

2023年度:5％、2024年度:6％、2025年度:8％と実績を上げており、着実に育成・登用につなげています。2026年度は9％を目標として、更なる

女性管理職候補の充足・育成のスピードアップに注力していきます。

(※)ESGの推進に関する方針・戦略・計画を審議の上、経営会議の承認を得ています。

<タレントマネジメントの方針>

　当社は、「当社グループの持続的成長」と「従業員の幸福と自己実現」を同時に、かつ高いレベルで実現することを目指した「三井化学グループ
人材マネジメント方針」を定めており、当該方針に基づき、グループ・グローバルに活躍し得る人材を長期視点に立って確保・育成するべく取り組ん
でいます。

　具体的には、将来の経営陣幹部層候補となり得る、経営者候補を戦略的に確保・育成・登用することを目的に、“キータレントマネジメント”をタレ
ントマネジメントの中核施策として、グループ・グローバルレベルで導入しております。本取組においては、事業運営上、戦略的に重要なポジション
及び経営者候補に対し経営者として必要な経験を付与することを目的とした育成ポジションを、およそ120程度設定し、社内外から、職務に求めら
れる適当な資質・コンピテンシー・スキルを有する人材を登用しております。また、育成にあたっては、戦略的登用の他に、Executive coachingや階

層別のリーダーシップ研修等も実施し、経営に必要なリテラシー、リーダーシップの発揮に必要なコンピテンシー・スキル等を学ぶ機会も設けてい
ます。

<社内環境整備>

　当社は、上記の三井化学グループ人材マネジメント方針に基づき、働きやすい職場環境の整備とそれによる労働生産性の向上を目指していま
す。

　これまで取り組んで来た超勤時間の削減、効率的な働き方を実現する就業制度の充実等、主にインプット（労働投入）の効率化に主眼を置いた
働き方改革である「働き方改革フェーズⅠ」に加え、個々の社員の自主・自律、組織としての協働が今まで以上に必要となるという認識に立ち、多
様な働き方を志向し、エンゲージメント向上、生産性の最大化を目指す「働き方改革フェーズⅡ」の下、テレワーク、副業可能な環境の整備、服装
自由化等の施策を実施しています。

　また、育児休暇、介護休暇、短時間勤務制度等ワークライフバランスを考慮した施策も実施しています。

当社の人材マネジメントの詳細につきましては、以下の当社HPをご参照下さい。

(URL:https://jp.mitsuichemicals.com/jp/sustainability/society/employee/)

（原則2-6：企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮）

1.当社は、規約型の確定給付企業年金制度及び企業型確定拠出年金制度を採用しています。

　規約型の確定給付企業年金制度では、人事・財務等の業務に精通した者を構成員とする「年金委員会」を設置し、定期的に審議を行い、

　重要事項の意思決定を行うとともに、運営全般の健全性を確認しています。

2.積立金の運用については、その専門性を適切に評価した上で、国内外の複数の運用受託機関へ委託しています。

　また、外部専門家の意見も取り入れて、年金運営における高度な専門性及び客観性を担保しています。

3.運用受託機関のスチュワードシップ活動については、定期的にモニタリングするなどアセットオーナーの立場からサポートしています。

4.個別の投資先選定や投資先株式の議決権行使を各運用受託機関へ一任することで、企業年金の受益者と当社との間で

　利益相反が生じないようにしています。

(原則3-1：情報開示の充実)

1.会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画

　当社の経営ビジョンは次のとおりです。

　　【企業グループ理念】

　　　地球環境との調和の中で、材料・物質の革新と創出を通して高品質の製品とサービスを顧客に提供し、もって広く社会に貢献する。

　　　　 [社会貢献]

　　　　　 　・人類福祉の増進　　　・株主への貢献　　・顧客満足の増大



　　　　　　 ・地域社会への貢献　　・従業員の幸福と自己実現

　　【目指すべき企業グループ像】

　　　化学の力で社会課題を解決し、多様な価値の創造を通して持続的に成長し続ける企業グループ

　　【2030年のありたい姿】

　　　未来が変わる。化学が変える。

　　　Chemistry for Sustainable World

　　　変化をリードし、サステナブルな未来に貢献する

　　　グローバル・ソリューション・パートナー

　　

2.本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

　当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と方針については、ガイドラインに記載のとおりです。

3.取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

(1)役員の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

　①役員報酬の方針の内容

　　 当社の役員報酬の方針は次の通りとしております。

　　　［取締役/執行役員］

　　　　当社グループは「化学の力で社会課題を解決し、多様な価値の創造を通して持続的に成長し続ける企業グループ」を目指しており、その

　　　　実現を牽引する取締役及び執行役員の報酬については、以下を方針とします。

　　　　　・ 当社グループの持続的な企業価値の向上に資する優秀かつ多様な人材を獲得・確保できる競争力のある報酬制度であること。

　　　　　・ 企業価値向上に向けた様々な「変革」の推進を強く動機付けることができる報酬制度であること。

　　　　　・ 企業価値向上に向けた「変革」を推進するべく、短期と中長期の財務・非財務目標（ESG目標）への果敢なチャレンジとその必達を促す

　　　　　　報酬制度であること。

　　　　　・ 株主価値を意識し、株主と同じ目線に立った経営を促す報酬制度であること。

　　　　　・ 透明性、客観性、合理性、健全性の観点から、株主をはじめとした全てのステークホルダーから支持される報酬制度及び報酬決定

　　　　　　プロセスであること。

　　　［社外取締役］

　　　　当社の経営の監督を担う社外取締役の報酬については、以下を方針とします。

　　　　　・ 当社の経営の監督やガバナンスの向上に資する人材を獲得・確保できる報酬制度であること。

　　　　　・ 特に以下の人材を獲得・確保できる報酬制度であること。

　　　　　　　ア．当社経営陣の指名、評価、報酬の決定の透明性、客観性、妥当性等の向上に資する人材

　　　　　　　イ．現在の事業や将来の新規事業等、当社事業について、専門的知見と経験を有し、中長期的視点をもって当社の持続的成長を導く

　　　　　　　　　人材

　　　　　・ 客観的かつ独立した立場から職務執行を監督するという役割を踏まえ、報酬は固定報酬のみとし、業績連動報酬である賞与及び株式

　　　　　　報酬は支給しないこと。

　　　［監査役/社外監査役］

　　　　当社の経営の監査・監督を担う監査役・社外監査役の報酬については、以下を方針とします。

　　　　　・ 職務執行監査及び監督の向上に資する人材を獲得・確保できる報酬制度であること。

　　　　　・ 特に以下の人材を獲得・確保できる報酬制度であること

　　　　　　　ア.　法務、財務、税務、危機・リスク管理に関する専門的知見と経験を有する人材

　　　　　　　イ.　職務執行監査及び監督を通じて、当社のコンプライアンス、ガバナンスの質の向上に資する人材

　　　　　・ 客観的かつ独立した立場から職務執行を監査及び監督するという役割を踏まえ、報酬は固定報酬のみとし、業績連動報酬である賞与

　　　　　　及び株式報酬は支給しないこと。

　②役員の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針の決定方法

　　　［取締役、社外取締役及び執行役員］

　　　　独立社外取締役が過半数を占め、かつ委員長を務める役員報酬委員会で原案を審議の上、取締役会に答申し、取締役会の決議により

　　　　決定しております。

　　　［監査役及び社外監査役］

　　　　役員報酬委員会で原案を審議の上、監査役の協議により決定しております。

　③役員の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針の決定権限

　　　　役員の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針については、委員の過半数及び委員長が独立社外取締役である役員報酬委員会

　　　で原案を審議し、取締役会に答申し、取締役会で決議します。

　　　　なお、役員報酬委員会の構成・役割等については、本報告書の「任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性」及び同事項

　　　の補足説明においても記載しております。

　④2025年度の役員の報酬等の額に関する決定過程

　　　　2025年度は、役員報酬委員会を8回開催して、原案を決議し、取締役会を4回開催して、同委員会から上程された原案を決議しました。

　　　なお、役員報酬委員会の2025年度の主な検討事項は、本報告書の「業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項

　　　(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)」をご参照ください。

　⑤2025年度に係る取締役の報酬等の内容について

　　　　取締役会は、2025年度に係る取締役、執行役員の報酬等について、その内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が、取締役会で

　　　決定された決定方針と整合していることや、役員報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、上記の各決定方針に沿うもの

　　　であると判断しております。

(2)役員報酬制度の概要

　①報酬水準の考え方



　　 ・取締役及び執行役員については、当社グループの持続的な企業価値の向上に資する優秀かつ多様な人材の獲得・確保及び企業価値向上

　　　に向けた様々な「変革」の推進を動機付けるため、社外取締役については、当社の経営の監督やガバナンスの向上に資する人材を獲得・

　　　確保するため、監査役及び社外監査役については、職務執行の監査及び監督の向上に資する人材を獲得・確保するため、外部調査機関の

　　　報酬データを使用し、比較対象企業を設定の上、その中で競争力のある中上位以上の報酬水準としております。

　　・比較対象企業は、当社経営上、重要な指標であり、客観的かつ継続的に比較可能な指標である、連結営業利益またはそれに相当する指標

　　　を基準として、当社の現状の業績や目指すべき業績と同程度の国内企業（1,000億円以上～2,500億円以下）を選定しております。

　　　なお、当社はコア営業利益を使用しております。

　②報酬構成

　　 ⅰ)取締役（取締役会長を除く）及び執行役員

　　　　 報酬構成は、ガバナンス強化かつ分かりやすい報酬体系構築のため、固定報酬を3つの部分に分け、固定報酬（代表権部分＋監督部分

　　　　 ＋執行部分）＋賞与＋譲渡制限付株式報酬とします。賞与、譲渡制限付株式報酬を執行の対価とすることで、経営監督と業務執行の

　　　　 対価を明確にし、明快かつガバナンス強化に資する報酬構成とします。

　　 ⅱ)取締役会長

　　　　 報酬構成は、監督という役割を踏まえ、賞与は支給せず、固定報酬＋譲渡制限付株式報酬とします。なお、代表取締役会長の場合は、

　　　　 ⅰ)の取締役及び執行役員と同様の報酬構成となります。

　　 ⅲ)社外取締役

　　　　 客観的かつ独立した立場から職務執行を監督することから、月例の定額報酬として固定報酬のみ支給します。

　　 ⅳ)監査役/社外監査役

　　　　 客観的かつ独立した立場から職務執行を監査及び監督することから、月例の定額報酬として固定報酬のみ支給します。

　　　　 　a)固定報酬　

　　　　　　 月例の定額報酬として支給します。ガバナンス強化かつ分かりやすい報酬体系構築のため、取締役（但し、取締役会長を除く）及び

　　　　　　 執行役員については、固定報酬を代表権部分、監督部分、執行部分に分けます。執行部分の支給額は各役位により異なります。

　　　　　　 代表権部分、監督部分の支給額は役位によらず一律同じです。取締役会長、社外取締役及び監査役/社外監査役については、

　　　　　　 上記と異なり、固定報酬として支給します。

　　　　　 b)賞与

　　　　　　 賞与制度の概要は次のとおりです。

　　　　　　　 ・ 定義：各事業年度の業績目標の着実な達成を促すための短期インセンティブ報酬

　　　　　　　 ・ 支給対象：取締役（但し、取締役会長を除く）及び執行役員

　　　　　　　 ・ フォーミュラ：

　　　　　　　 　 コア営業利益×係数×役位別係数×(非財務指標評価係数＋担当部門業績評価係数)

　　　　　　　 ・ 業績指標：VISION 2030の重要指標かつ事業活動の成果である「コア営業利益」とします。

　　　　　　　　　　　　　　　 ⇒ 2025年度の目標値：1,100億円 / 実績値：1,000億円

　　　　　　　 ・ 係数：

　　　　　　　　　コア営業利益額が、VISION 2030の2028年度目標額 2,000億円を超えた場合、2030年度目標額 2,500億の円達成を

　　　　　　　　　より強く動機づけるため、係数を拡大します。

　　　　　　　 ・評価指標

　　　　　　　　　＜非財務指標評価係数＞

　　　　　　　　　　 VISION 2030ではマテリアリティに紐づく非財務指標を定め、財務・非財務双方から企業価値向上を目指しておりますが、非財務

　　　　　　　　　　 指標の達成を強く促すため、次のものを特に重要な非財務指標として選定し、その達成度を評価します。

　　　　　　　　　　　 　⇒ Blue Value / Rose Value製品売上収益比率、GHG排出量削減率（Scope1+2)、重大事故件数、重大な法令・ルール違反

　　　　　　　　　　　 　　　数、従業員エンゲージメントスコア

　　　　　　　　　　 評価期間は1年間（4月～翌年3月）とし、達成度評価は定められた基準に照らし5段階で、評価係数は＋20％～-20％の範囲で

　　　　　　　　　　 決定します。

　　　　　　　　　＜担当部門業績評価係数＞

　　　　　　　　　　 毎期の各人担当部門業績の必達を促すため、期初に各人の担当部門の業績目標を設定し、期末にその達成度を評価します。

　　　　 　　　　　　 評価期間は1年間（4月～翌年3月）とし、達成度評価は5段階で、評価係数は150％～50％の範囲で決定します。

　　　　　　　 ・ 上限利益額/下限利益額：

　　　　　　　　　 報酬ガバナンスの観点から、ベンチマークと比較した過度な報酬支払の抑制および株主への配当責任を考慮し、賞与支給に

　　　　　　　　　 おける上限利益額及び下限利益額を以下の通り定めます（上限利益額とは賞与額が最大になる利益額、下限利益額とは

　　　　　　　　　 賞与が発生する利益額）。

　　　　　　　　　　　⇒ 上限利益額：コア営業利益3,000億円（VISION 2030の目標を踏まえ設定）

　　　　　　　　　　　⇒ 下限利益額：コア営業利益　360億円（DOE※を踏まえ設定）

　　　　　　　　　　　　　　※ 親会社の所有者に帰属する持分に対する分配率

　　　　　　　 ・支給条件：重大な法令違反や不正行為、重大なリスクマネジメント上の過失、重大な財務諸表の誤り・修正が発生した場合等は、

　　　　　　　　　　　　　　 支給前の賞与について一部又は全部を没収し、もしくは失効させ、支給済みの賞与について一部又は全部を無償で

　　　　　　　　　　　　　　　返還させます(マルス・クローバック条項)。

　　　　　　　 ・支給時期：年1回、定時株主総会日より2営業日以内に支給します。

　　　　　　　 ・支給方法：金銭

　　　　　 c)譲渡制限付株式報酬

　　　　　　 譲渡制限付株式報酬の概要は次のとおりです。対象者に金銭報酬債権を支給し、対象者は支給された金銭報酬債権の全部を現物

　　　　　　 出資財産として払込み、新株式の発行又は自己株式の処分により、譲渡制限付株式の割当を受けます。　

　　　　　　　 ・ 定義：企業価値と株主価値の向上を促すための中長期インセンティブ報酬

　　　　　　　 ・ 支給対象：取締役及び執行役員

　　　　　　　 ・ フォーミュラ：

　　　　　　　　　((親会社の所有者に帰属する当期利益×係数)×ROE評価係数)×役位別係数×TSR評価係数

　　　　　　　 ・ 業績指標：

　　　　　　　　 企業価値及び株主価値向上に向けた株主との利益意識の共有を促進することが目的であることから、VISION 2030の重要指標で

　　　　　　　　 あり、かつ株主利益と連動する親会社の所有者に帰属する当期利益とします。

　　　　　　　　　　⇒ 2025年の目標値：550億円 / 実績値：344億円

　　　　　　　 ・ 係数：



　　　　　　　　　親会社の所有者に帰属する当期利益額が、VISION 2030の2028年度目標額 1,100億円を超えた場合、2030年度目標額 1,500億円

　　　　　　　　　以上の達成をより強く動機づけるため、係数を拡大します。

　　　　　　　 ・ 評価指数：

　　　　　　　　　＜ROE評価係数＞　

　　　　　　　　　　 資本収益性の効率的な向上を目指すため、毎年度のROE予算達成率を評価します。

　　　　　　　　　　 評価期間は1年間（4月～翌年3月）とし、評価は3段階で、評価係数は110%～90%の範囲で決定します。

　　　　　　　　　　　　※ROE予算達成率 = ROE実績 ÷ ROE予算 × 100

　　　　　　　　　＜TSR評価係数＞

　　　　　　　　　　 業績に加え株価も含めた総合的な企業価値、株主価値向上を目指すため、TSRも評価指標としています。

　　　　　　　　　　 評価期間は1年間（4月～翌年3月）とし、当社のTSRを比較対象である「配当込みJPX日経インデックス400」のTSRと相対評価

　　　　　　　　　　 します。　

　　　　　　　　　　 評価は7段階で、評価係数は130％～70％の範囲で決定します。

　　　　　　　　　　　※当社TSR =（終点期間の各日における株価終値平均+1株当たりの配当金）÷ 始点期間の各日における株価終値平均

　　　　　　　　　　　※相対TSR =（当社のTSR÷配当込みJPX日経インデックス400のTSR）×100

　　　　　　　　　　　※始点期間：4月1日から4月30日、終点期間：3月1日から3月31日

　　　　　　　 ・ 上限利益額/下限利益額：

　　　　　　　　　報酬ガバナンスの観点から、ベンチマークと比較した過度な報酬支払の抑制および株主への配当責任を考慮し、譲渡制限付

　　　　　　　　　株式報酬支給における上限利益額及び下限利益額を以下の通り定めます（上限利益額とは譲渡制限付株式報酬額が最大に

　　　　　　　　　なる利益額、下限利益額とは譲渡制限付株式報酬が発生する利益額）。

　　　　　　　　　　　⇒ 上限利益額：親会社の所有者に帰属する当期利益2,000億円（VISION 2030の目標を踏まえ設定）

　　　　　　　　　　　⇒ 下限利益額：親会社の所有者に帰属する当期利益　220億円（DOE※を踏まえ設定）

　　　　　　　　　　　　　　※ 親会社の所有者に帰属する持分に対する分配率　　　　　

　　　　　　　 ・ 譲渡制限期間：

　　　　　　　　　譲渡制限付株式には、当社の役職員の地位のうち、取締役会が予め定める地位である取締役、監査役、執行役員、常務理事、

　　　　　　　　　理事、参与、顧問(※)、相談役(※)又は使用人その他これに準ずる地位（譲渡制限地位）を退任又は退職する時、もしくは金銭報酬

　　　　　　　　　債権の払込期日の属する事業年度に係る半期報告書が提出される日のいずれか遅い日まで、譲渡制限期間を設けます。

　　　　　　　　　(※)顧問、相談役は、2025年3月31日付で廃止しております。

　　　　　　　 ・ 譲渡制限解除：

　　　　　　　　　金銭報酬債権の払込期日から譲渡制限地位を退任又は退職するまでの間、継続して、譲渡制限地位にあったことを条件として、

　　　　　　　　　全株式の譲渡制限を解除します。

　　　　　　　 ・ 無償取得：

　　　　　　　　　譲渡制限期間中に、任期満了、死亡又は定年その他の正当な事由なく、譲渡制限地位を退任又は退職した場合、当社の事業と

　　　　　　　　　競業する業務に従事した場合等、一定の事由が発生した場合、当社は割当株式の全部を無償で取得します。

　　　　　　　 ・ 支給条件：　

　　　　　　　　　　報酬ガバナンスの観点から、親会社の所有者に帰属する当期利益が、DOE（親会社の所有者に帰属する持分に対する分配率）を

　　　　　　　　　踏まえ設定した下限利益額220億円を下回る場合、譲渡制限付株式報酬は不支給とします。

　　　　　　　　　　重大な法令違反や不正行為、重大なリスクマネジメント上の過失、重大な財務諸表の誤りや修正が発生した場合等は、譲渡

　　　　　　　　　制限期間中の株式について一部又は全部を没収し、もしくは失効させ、譲渡制限解除済みの株式相当額の金銭について

　　　　　　　　　一部又は全部を無償で返還させます(マルス・クローバック条項)。

　　　　　　　 ・ 支給時期：譲渡制限付株式報酬は年1回、7月に支給します。

　　　　　　　 ・ 支給方法：非金銭(株式)

　③役員の報酬額及び譲渡制限付株式総数の上限

　 　2023年6月27日開催の第26期定時株主総会において、次のとおり決議しております。　

　　　［取締役の報酬額］

　　　　　・ 固定報酬と賞与　　 　：年額9億円以内(※1) (うち社外取締役は年額6千万円以内)

　　　　　・ 譲渡制限付株式報酬 ：年額 3億5千万円以内(※1)(社外取締役を除く)

　　　　　・ 合計　　　　　　　 　　　 ：年額12億5千万円以内

　　　［譲渡制限付株式総数］

　　　　譲渡制限付株式の総数の上限：対象取締役に対して発行し又は処分する当社の普通株式総数は、年19万株以内(※1、※2)

　　　　　(※1) 固定報酬・賞与、譲渡制限付株式報酬は、それぞれVISION 2030の業績目標であるコア営業利益2,500億円、親会社の所有者に

　　　　　　　　 帰属する当期利益1,500億円以上達成時の報酬額及び付与する譲渡制限付株式総数の上限を示します。

　　　　　(※2) ただし、本日以降、当社の普通株式の株式分割（当社の普通株式の無償割当てを含む。）又は株式併合が行われた場合、その他

　　　　　　　　 譲渡制限付株式として発行又は処分される当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的な

　　　　　　　　 範囲で調整します。

　　　　　(※3) 2023年6月27日開催の第26期定時株主総会において、対象取締役に対して発行し又は処分する当社の普通株式総数は、年19万

　　　　　　　　　株以内と決議しておりました。しかし、2026年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施したことを受けて、当該

　　　　　　　　　総数を合理的な範囲で調整し年38万株以内としております。

　　　［監査役の報酬額］

　　　　固定報酬：年額1億5,600万円以内

　④報酬構成割合

　　 ・取締役（但し、取締役会長を除く）の報酬構成割合は、固定報酬の代表権部分と監督部分を除外し算出することとし、執行の職責が重い

　　　役位ほど変動報酬である賞与と譲渡制限付株式報酬の割合を高めます。

　　 ・取締役会長の報酬構成割合は、監督という役割を踏まえ、賞与は支給しません。

　　　 【例：代表取締役社長執行役員】

　　　　ⅰ)コア営業利益（1,400億円）/親会社の所有者に帰属する当期利益（1,000億円）達成時

　　　　　　固定報酬：賞与：譲渡制限付株式報酬 = 40% : 30% : 30%

　　　　ⅱ）コア営業利益（2,500億円）/親会社の所有者に帰属する当期利益（1,500億円）達成時

　　　　　　固定報酬：賞与：譲渡制限付株式報酬 = 25% : 40% : 35%

　　　　　　【2025年度実績】固定報酬：賞与：譲渡制限付株式報酬 = 58%：32%：10%



　⑤自社株式保有ガイドライン

　　 取締役に自社株式を保有させることで、株主価値への意識や株主と同じ目線に立った経営を促し、以て当社グループの中長期的な企業価値

　　 向上を図ることを目的に、「自社株式保有ガイドライン」を制定しています。

　　　　［自社株式保有ガイドライン］

　　　　　取締役は役位就任後、5年以内に役位ごとに定める次の保有目標額に相当する数の自社株式を保有するように努めます。

　　　　　　・（代表）取締役会長　　　　　　　 ：年間固定報酬額の2倍

　　　　　　・（代表）取締役社長執行役員　 ：年間固定報酬額の2倍

　　　　　　・（代表）取締役副社長執行役員：年間固定報酬額の1倍

　　　　　　・（代表）取締役専務執行役員　 ：年間固定報酬額の1倍

　　　　　　・取締役常務執行役員　　　　 　 ：年間固定報酬額の1倍

(3)2025年度における役員区分ごとの報酬等の総額（単位：百万円）

　①取締役(うち社外取締役)

　　　・固定報酬　　　　　　　 ：333(54)

　　　・賞与　　　　　　　　　　 ： 68(0)

　　　・譲渡制限付株式報酬： 29(0)

　　　・総額　　　　　　　　　　 ：430(54)

　②監査役(うち社外監査役)

　　　・固定報酬：113(41)

　※上記の金額には、2025年6月24日開催の当社第28期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名に対する2025年4月から

退任時までの支給額が含まれております。

　当社役員報酬につきましては、株主総会招集通知(事業報告)、有価証券報告書もご参照下さい。

　（招集通知）

　（URL：https://jp.mitsuichemicals.com/jp/ir/library/notice/index.htm）

　（有価証券報告書）

　（URL：https://jp.mitsuichemicals.com/jp/ir/library/ms/index.htm）

4.取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うにあたっての方針と手続

　(1)当社は、役員選任の妥当性及び透明性を確保する観点から、取締役会の諮問機関である「人事指名委員会」を設置しています。

　　　人事指名委員会は、同委員会で審議し定めた、長期経営計画を監督するうえで取締役会に必要な素養（知識・経験・能力）

　　及び役員選任基準を勘案し、取締役候補者の原案を審議し、取締役会に答申します。

　　取締役会は、人事指名委員会の答申結果を最大限尊重し、取締役の候補者案を決定することとしています。

　　　なお、取締役の指名にあたっては、国際性やジェンダー、人種などを含む多様性の確保を考慮し、取締役会全体の

　　監督機能を強化することとしています。

　　　人事指名委員会は、会長、社長及び当社の独立性基準を満たす社外取締役３名とで構成され、委員長は、取締役会の

　　決議により独立社外取締役から選任することとしています。

　　　また、監査役候補者案については、社長が事前に常勤監査役と協議したうえで立案し、監査役会の同意を得たうえで、

　　取締役会に答申し、取締役会にて審議・決定します。

　　（役員選任基準の詳細につきましてはガイドラインをご参照下さい。）

　　

　(2)社長/CEOの選解任については、次のとおりとします。

　　① 人事指名委員会は、同委員会で審議し定めた、社長/CEOポジション要件及び選任・評価基準を勘案し、

　　　　社長/CEO候補者の原案を審議し、取締役会に答申します。

　　② 取締役会は、人事指名委員会の答申結果を最大限尊重し、社長/CEO候補者及び選任議案を決定するものとします。

　　③ 社長/CEOについて、業績等を踏まえて十分な役割を果たしていないと認められる場合、重大なコンプライアンス違反が

　　　　あった場合等には、人事指名委員会は、解任の審議を行います。

　　④ 取締役会は、人事指名委員会より解任に相当するとの答申を受けた場合、その答申結果を最大限尊重し、社長/CEOの

　　　　解任について判断します。

　　※2026年4月の社長交代に際しては、人事指名委員会において、透明性及び実効性を重視したサクセッションプロセスを

　　　　実施しました。

　　　　　 ・人事指名委員会において後継者候補のショートリストを作成し、複数の候補者に対する多面的なアセスメントを実施の

　　　　　　上、審議を行い、取締役会において最終的な意思決定を行っています。

　　　　　 ・アセスメントにおいては、候補者と独立社外取締役との複数回にわたる意見交換や人事指名委員会メンバーとの

　　　　　　討議の場での経営課題認識や戦略に対する考え方について確認を行うとともに、複数候補者でのグループディス

　　　　　　カッションによるリーダーシップや意思決定力等の観点から多面的に評価を実施しています。また、外部専門機関

　　　　　　によるポジション要件に照らしたアセスメントも活用しています。

5.取締役会が上記4.を踏まえて経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選任・指名についての説明

　　当社の取締役及び監査役の選任基準は、ガイドライン記載のとおりです。

　　また、取締役・監査役候補者の各々の略歴・選任理由及び当社取締役・監査役に特に期待される専門性やスキル・経験

　　の一覧表（スキル・マトリックス）を、本報告書の末尾のとおり整備しています。

　　　加えて、社外取締役及び社外監査役の選任理由(独立役員への選任理由を含む)については、それぞれ、後記「経営上

　　の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」に記載のとおりです。

（補充原則3-1(3)：サステナビリティの取り組み等の開示）

＜基本的な考え方＞

　当社グループは、これまで進めてきた経済・環境・社会の3軸経営を深化させ、ESGを中核に据えた経営を推進しています。当社グループは、SD
Gs等で示されているグローバルなESG課題に対し、以下を通じて、社会および当社グループの持続可能な発展を目指します。



◇ビジネス機会を探索し、事業活動を通じた課題解決を図ること

◇当社グループの将来リスクを認識し、企業として社会的責任を果たすこと

サステナビリティマネジメントの詳細につきましては、以下の当社HPをご参照ください。

(URL:https://jp.mitsuichemicals.com/jp/sustainability/mci_sustainability/management/index.htm)

　VISION 2030において、当社グループが実現すべき未来社会を「環境と調和した循環型社会」「多様な価値を生み出す包摂社会」「健康・安心に

くらせる快適社会」と定め、その実現に向けて当社グループが取り組むべきマテリアリティを特定しております。また、VISION 2030の非財務指標

として、マテリアリティに紐づくKPIと目標を定めました。財務・非財務双方から経営モニタリングを強化することにより、着実な企業価値の向上を

目指してまいります。

　なお、マテリアリティ及びKPIは、毎年レビューを行い、適宜見直す運用としています。

　当社グループのマテリアリティは、社会価値と企業価値、両方の創出に直結するテーマを「持続可能な社会への貢献」に分類し、それを「事業

継続の前提となる課題」および「事業継続に不可欠な能力」が支える構成になっています。当社グループは、これらマテリアルな課題への注力を

通じてVISION 2030における5つの基本戦略を遂行します。目指すべくは、化学の力で社会課題を解決し、多様な価値の創造を通して持続的に

成長し続ける企業グループであり、諸活動を推進しています。

　

VISION 2030の詳細につきましては、以下の当社HPをご参照ください。

(URL:https://jp.mitsuichemicals.com/jp/corporate/vision/)

マテリアリティの詳細につきましては、以下の当社HPをご参照ください。

(URL:https://jp.mitsuichemicals.com/jp/sustainability/mci_sustainability/materiality/index.htm)

当社はサステナビリティに関する取組み、人的資本や知的財産の考え方について、当社HP、三井化学レポート（統合報告書）等において、具体的
な開示に取り組んでおります。また、気候変動についても、そのリスク・機会につきTCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）提言等に基づ
き、当社グループへの影響を分析の上、当社HP、三井化学レポート（統合報告書）等において開示しております。各詳細につきましては、以下の当
社HPをご参照ください。

（サステナビリティ）

(URL：https://jp.mitsuichemicals.com/jp/sustainability/index.htm)

（TCFD提言への対応）

(URL：https://jp.mitsuichemicals.com/jp/sustainability/mci_sustainability/circular_economy/tcfd/index.htm)

（人材マネジメント）

(URL：https://jp.mitsuichemicals.com/jp/sustainability/society/employee/ms/index.htm)

（研究・開発、知的財産）

(URL：https://jp.mitsuichemicals.com/jp/techno/index.htm)

（三井化学レポート（統合報告書））

(URL：https://jp.mitsuichemicals.com/jp/ir/library/ar/index.htm)

(補充原則4-1(1)：経営陣への委任の範囲)

　会社法や定款の規定で取締役会決議を要する事項以外の、経営に関する重要な事項については、取締役会規則及び決裁規則等で、金額等具
体的基準を設けて決裁権限を委譲しており、意思決定のスピードアップを図っています。

(補充原則4-1(3)：社長/CEOの後継者計画)

1.社長/CEOの後継者計画については、取締役会は、人事指名委員会に諮問することによって、経営ビジョンや長期経営計画等を踏まえ、

　継続的かつ計画的に監督を行うものとします。

2.経営陣幹部層を含む後継者計画としては、「キータレントマネジメント」をその体系として位置付けており、経営者として必要な資質を明確にし、

　将来の経営陣幹部層候補の早期選抜と戦略的育成を行うものとします。

　毎年、部門別及び全社の委員会において候補者を選抜し、候補者毎に育成計画の策定、アセスメント、研修を実行し、育成に繋げていきます。

　また、取締役会は、毎年、取組みの状況について報告を受け、適切に監督を行うものとします。

(原則4-9：独立社外取締役の独立性判断基準及び資質)

　独立社外役員の独立性判断基準につきましては、ガイドライン別紙に記載のとおりです。

(補充原則4-10(1)：指名委員会・報酬委員会に関する開示）

　人事指名委員会及び役員報酬委員会の独立性に関する考え方・権限・役割等はガイドライン及び本報告書の「任意の委員会の設置状況、委員
構成、委員長（議長）の属性」の補足説明に記載のとおりです。その他、以下の当社HPにおいても開示しています。

（有価証券報告書）

（URL：https://jp.mitsuichemicals.com/jp/ir/library/ms/index.htm）

（三井化学レポート（統合報告書）

（URL：https://jp.mitsuichemicals.com/jp/ir/library/ar/index.htm）

(補充原則4-11(1)：取締役会全体としての能力、多様性の考え方)

1.当社取締役の員数は、定款規定の12名以下の範囲内で、執行役員への権限委譲の状況等に鑑みて、事業の拡大等に対応した意思決定の

　迅速化の観点から、都度、適切な規模を決定するものとします。



　また、社外の企業経営者、学識経験者、法曹関係者等豊富な経験及び見識を有する者による意見を当社の経営方針に適切に反映させ、

　取締役の業務執行に対する監督の実効性を高めるため、独立社外取締役を3分の1以上の割合で選定することを基本とします。

2.事業内容の特性に鑑み、取締役は、性別、人種、国籍等を問わず、経営企画、事業、生産・技術、研究・開発、経理・財務、

　総務・人事・法務等の各業務経験者をバランス良く選定するものとします。また、独立社外取締役には上記に加え、他社での企業経営経験

　を有する者も選定するものとします。

(補充原則4-11(2)：取締役・監査役の兼任状況)

　当社役員の他上場会社役員の兼務状況については、株主総会招集通知にて開示しています。

　本報告書提出日現在においては、三村取締役、木原取締役、後藤監査役及び菊地監査役が、他の上場会社の社外役員を兼務しており、

　また、朱取締役も2026年6月より他の上場会社の社外役員に就任予定ですが、いずれも、当社を含めて4社以内であり、当社役員として

　の役割・責務を適切に果たせないレベルではないと判断しています。

(補充原則4-11(3)：取締役会全体の実効性についての分析・自己評価)

　当社取締役会は、毎年、取締役及び監査役の自己評価、社外役員のみのディスカッション等の方法により、取締役会全体の実効性について分
析・評価を行い、取締役会の改善に取り組んでいます。

＜2025年度に実施した取り組み＞

　2025年度においては、次の取り組みを行いました。　

　①リスクマネジメントに関するモニタリング機能の更なる向上

　　　・最重要リスクのオーナーを務める役員による職務執行状況報告の際に、当該リスクのマネジメント状況について報告を求めるとともに、

　　　　リスクマネジメント委員会の現在の取り組み状況及び今後の方向性について社外役員と意見交換を複数回行うことで、モニタリング

　　　　機能の更なる向上を図りました。

　②迅速かつ適切な意思決定に資する支援の拡充

　　 ・議題の重要性に応じてた事前説明会をの複数回開催するとともにや、議題に関連関係する国内拠点の海外拠点の訪問などを

　　　 通じて、社外役員に対し向けて議題の理解の深化に資する情報を提供を行いました。

　　　・社外役員の課題意識の高いテーマに関するフリーディスカッションや資本市場に動向に関する役員勉強会を実施し、経営全般に関する

　　　　議題の共有を図りました

＜2025年度取締役会実効性評価の方法＞

　　2025年12月に全取締役、監査役に対してアンケート調査を実施しました。なお、アンケート調査では、第三者を起用し、調査項目の検討、

　集計等を行いました。また、新任役員へのインタビューも実施しました。

　　その後2月から3月にかけて、アンケート結果を基に社外役員のみのディスカッション、社内役員のみのディスカッションに加え、取締役会

　構成員による討議を実施し、今後の課題や方策について議論しました。その上で、アンケート調査結果及び各ディスカッション、討議の

　結果を踏まえた今後の課題や方策について取締役会報告を行い議論しました。

＜評価結果＞

　　2025年度においては、取締役及び監査役の自己評価の点数は概ね前年度並みの結果でした。

　また、取締役会の監督機能を高めるという趣旨に沿った施策の実行により、改善が進み活性化されていることを確認し、取締役会の実効性は

　前年に引き続き十分確保されていると評価しています。

＜今後の課題＞

　①全社戦略に関する議論の更なる深化

　　　・当社のあるべき姿や、事業環境の変化を踏まえた戦略テーマ(M&A、人的資本、DX等)について、取締役会メンバーによる議論の場

　　　　を充実させる。

　②リスクマネジメントに関する実効性確保の更なる向上

　　　・リスクオーナーから取締役会メンバーへの報告の充実を図るとともに、リスクマネジメントのPDCAサイクルを確実に回すための更なる

　　　　体制の強化を促す。

(補充原則4-14(2)：取締役・監査役のトレーニング)

1.当社は、新任社外役員に対し、就任前の当社事業説明や、当社事業所見学会等の当社事業への理解を深める機会を提供し、また、在任中に

　も必要に応じ、同様のトレーニングの機会を提供しています。

2.新任社内役員に対しては、取締役・監査役に求められる役割と責務を十分に理解できる機会を提供し、また、在任中にこれらの継続的な更新を

　目的に、個々の役員に応じたトレーニングの機会の提供・斡旋やその費用の支援を行うこととしています。

(原則5-1：株主との建設的な対話に関する方針)

1.当社グループは、株主等との建設的な対話を重視し、経営トップを始めとした経営陣幹部を中心に様々な機会を通じて対話を持つように努めて

　います。これらの対話を通じて、当社グループの経営戦略や経営計画にかかる理解を得る努力を行うとともに、株主等の声を傾聴し、

　また真摯に受け止め、資本提供者の目線からの経営分析や意見を吸収及び反映し、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値

　向上につなげてまいります。

2.当社グループは、持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資する建設的な対話を目的とする株主等からの面談の申し込みに対し、

　その面談の目的も踏まえ、合理的な範囲で、経営陣幹部や役員が対応することとしています。

3.当社グループは、コーポレートコミュニケーション部、総務・法務部、経理部、人事部、グローバル人材部、ESG推進室を担当する各役員が、

　株主等との対話を全般的に統括する役割を担うものとしています。



　　また、関係するコーポレートコミュニケーション、経営企画、総務・法務、経理、人事、ESG推進の部門においては、一部部員の相互兼務や定期

　的な情報共有等を通じ、有機的な連携を図ってまいります。

4.また、アナリスト・機関投資家向け説明会、個人投資家向け説明会、事業説明会、施設見学会、海外IR等の機会を積極的に設け充実を図る

　とともに、株主等との対話で把握した意見・懸念については、速やかに経営トップをはじめとする社内関係部門にフィードバックを行います。

5.当社グループでは、インサイダー取引管理規則、会社情報管理規則に基づき、対話におけるインサイダー情報の漏えい防止に努めています。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】

記載内容 取組みの開示（アップデート）

英文開示の有無 有り

アップデート日付 2026年6月24日

該当項目に関する説明

　　当社グループは、VISION 2030の5つの基本戦略を推進し、社会課題視点に立った事業ポートフォリオへの変革を追求し、企業価値の向上

　を図っております。

　　その中で資本コストや株価を意識した経営の実現に向けては、次のとおり、事業ポートフォリオ変革、ライトアセット、還元強化などに取り

　組むことで、早期に株主資本コストを上回るROE目標(13%以上)を達成し、更にはそのスプレッドを拡大させることで企業価値の向上を目指

　してまいります。

　　(1)事業ポートフォリオ変革加速

　　　・高い収益性が期待される領域・地域に、より厚く資源配分、市場成長＋αの獲得による成長領域の収益拡大加速。

　　　・ROICと利益成長に基づく事業ポートフォリオ変革加速（成長領域でも期待値に満たない事業/関係会社の方向性を決定する）

　　(2)資本効率向上

　　　・ポートフォリオ変革による収益性向上

　　　・他社との連携・再編加速によりコンビナート競争力強化とグリーン化を図り、国内産業を支える強靭な事業体実現を目指す。

　　　・政策保有株式見直し(2021年度～2025年度で計828億円)等によるライトアセット化推進

　　(3)キャッシュ創出強化

　　　・収益拡大とキャッシュ・コンバージョン・サイクル改善等による営業キャッシュ・フローの向上

　　(4)資本政策

　　　・株式分割(2026年1月1日)

　　　・株主還元強化(不透明な中でも配当維持)

　　(5)資本コスト低減

　　　・ステークホルダーとの対話を通じた経営の質の向上

　　　・質の高いIR活動

　

　　（当社ウェブサイト（経営概況説明会資料））

　　　https://jp.mitsuichemicals.com/content/dam/mitsuichemicals/sites/mci/documents/release/2026/event_260527.pdf



２．資本構成

外国人株式保有比率 20%以上30%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 65,800,100 17.87

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 43,471,500 11.80

ゴールドマン・サックス証券株式会社 BNYM 10,149,100 2.75

野村信託銀行株式会社（投信口） 8,272,300 2.24

三井化学従業員持株会 7,364,139 2.00

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 510312 6,457,168 1.75

三井化学取引先持株会 5,966,781 1.62

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 510311 5,741,811 1.55

JPモルガン証券株式会社 5,695,355 1.54

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 5,563,518 1.51

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 プライム

決算期 3 月

業種 化学

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1兆円以上

直前事業年度末における連結子会社数 100社以上300社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

グループ経営に関する考え方及び方針

　当社グループは、経営ビジョン（企業グループ理念及び目指すべき企業グループ像）を共有し、目指すべき未来社会を「環境と調和した循環型社
会」、「多様な価値を生み出す包摂社会」及び「健康・安心にくらせる快適社会」と捉えています。

　このように、経営ビジョン及び目指すべき未来社会の実現に貢献するためには、事業戦略を推進し収益力を強化する事業ポートフォリオ・マネジ
メント、事業機会を最大化するビジネス・サポート及びリスクを最小化するリスク・マネジメントをグループ・グローバルレベルで確保する必要があり
ます。

　そのために、従来から、グループ会社ごとに所管部門を定めてグループ会社を管理する仕組み、内部統制室及び監査役による監査等に加え、
「三井化学グループ グローバル・ポリシー プラットフォーム」（M-GRIP）等について定めた内部統制システムを運用しています。



　M-GRIPは、当社本社機能部門から当社グループ会社へ適切な支援を提供するためのグローバルな基盤です。当社機能部門側はグローバル・
ポリシーを制定し、グループ会社への展開を支援し、グループ会社側はグローバル・ポリシーを受諾し、遵守して業務遂行します。

なお、上場子会社におけるグローバル・ポリシーの適用範囲については、上場子会社の独立性及び自主性を尊重する観点から、個別に適用範囲
を設定します。

　また、全社の重点リスクを網羅的に把握し、優先順位付けを行い、改善を図る新たなリスクマネジメントシステムも運用しています。その内容は、
後述の【２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）】をご参照ください。

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 12 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 会長（社長を兼任している場合を除く）

取締役の人数 9 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 4 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

馬渕　晃 他の会社の出身者

三村　孝仁 他の会社の出身者 △

木原　民 他の会社の出身者

朱　殷卿 他の会社の出身者 △

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他



会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

馬渕　晃 ○
馬渕氏は、当社との間に特別な利害関係
はありません。

　馬渕氏は、企業経営者としての豊富な経験、
さらには、当社が注力しているモビリティ分野に
関する高い見識をもとに、当社経営全体を客観
的に評価しており、当社取締役会でも事業戦略
の妥当性やガバナンス等の観点から積極的な
発言を行い、当社経営監督の実効性向上に寄
与しています。

　また、人事指名委員会委員として経営陣の指
名制度における透明性・妥当性確保に寄与頂
くとともに、役員報酬委員会委員長として、経営
陣の報酬に関する議論の実効性向上に寄与頂
いており、社外取締役として適任であると考え
ています。

　また、当社ガイドライン別紙「独立社外役員の
独立性基準」の各基準も満たしており、同氏を
独立役員に指定しております。

三村　孝仁 ○

三村氏は、2022年6月までテルモ株式会
社の取締役顧問、2023年12月まで同社の
顧問を兼職しておりました。当社は、2023
年度、2024年度及び2025年度に同社に対
し、当社製品を販売しておりますが、その
対価として当社が受け取った金額は、当
社の各事業年度の売上高の１%未満であ
り、僅少です。

　三村氏は、企業経営者としての豊富な経験、
業界団体トップとしての活動経験、さらには、当
社が注力しているヘルスケア分野に関する高
い見識をもとに、当社経営全体を客観的に評
価しており、当社取締役会でも事業戦略の妥
当性やマネジメントの高度化に向けた視点から
積極的に発言を行い、当社経営監督の実効性
向上に寄与しています。

　また、役員報酬委員会の委員として経営陣の
報酬制度における透明性・妥当性確保に寄与
頂くとともに、人事指名委員会委員長として、経
営陣の指名に関する議論の実効性向上に寄与
頂いており、社外取締役として適任であると考
えております。

　また、当社ガイドライン別紙「独立社外役員の
独立性基準」の各基準も満たしており、同氏を
独立役員に指定しております。

木原　民 ○
木原氏は、当社との間に特別な利害関係
はありません。

　木原氏は、企業経営者としての経験、特に上
場企業のデジタル人材戦略を担い培った高い
見識をもとに、当社経営全体を客観的に評価し
て本質的な課題やリスクを把握し、当社経営全
般にわたって有益な助言を頂くとともに、当社
経営監督の実効性向上に寄与頂いておりま
す。

　また、人事指名委員会及び役員報酬委員会
の委員として経営陣の指名・報酬における透明
性・妥当性確保にも寄与頂いており、社外取締
役として適任であると考えております。

　また、当社ガイドライン別紙「独立社外役員の
独立性基準」の各基準も満たしており、同氏を
独立役員に指定しております。

朱　殷卿 　

朱氏は、㈱コアバリューマネジメントの代
表取締役に就任しております。

　当社は、2023年度、2024年度及び2025
年度に同社に対し、コンサルティング業務
を委託しており、当社がこの業務の対価と
して同社に支払った金額は、いずれも同
社の当該事業年度の売上高の2%を超え
ております。このため、当社の「独立社外
役員の独立性基準」に基づき、独立役員
として指定しておりません。

　但し、同社との取引は2026年3月31日を
もって終了し、以降、当社から同社に対す
る支払いはないことから、一般株主との利
益相反となるような特別な関係はなく、社
外取締役としての職責を適切に果たして
頂けるものと考えております。

朱氏は、企業経営者としての経験、特に証券会
社におけるM&A戦略や財務・資本政策に関す
る高い見識をもとに、当社経営全体を客観的に
評価して本質的な課題やリスクを把握し、当社
経営全般にわたって有益なご助言を頂くととも
に、当社経営監督の実効性評価に寄与頂ける
ものと考えており、社外取締役として適任であ
ると考えております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり



任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員
（名）

社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

社外有識者
（名）

その他（名）
委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

人事指名委員会 5 2 2 3 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

役員報酬委員会 5 2 2 3 0 0
社外取
締役

補足説明

＜人事指名委員会＞

　・ 当社は、経営陣幹部及び取締役の候補者の指名及び選解任に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的と

　　 して人事指名委員会を設置します。

　・ 人事指名委員会は、会長、社長、当社の独立性基準を満たす社外取締役(以下「独立社外取締役」)で構成し、その過半数は独立社外取締役

　　とします。また、委員長は取締役会の決議により、独立社外取締役から選任します。

　・ 人事指名委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議し決定します。

　　ⅰ）経営陣幹部及び取締役の候補者の指名と選解任に係る方針（含むポジション要件、選任基準等）と手続き（含む評価基準等）

　　ⅱ）株主総会に付議する取締役の選解任議案の原案

　　ⅲ）取締役会に付議する代表取締役の選定及び解職議案の原案

　　ⅳ）取締役会に付議する社長/CEOの候補者及び選解任議案の原案

　　ⅴ）社長/CEOの後継者計画

　・ 人事指名委員会の決議につき、特別の利害関係を有する委員は審議及び決議に参加することができないものとします。

＜役員報酬委員会＞

　・ 当社は、役員等の報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として役員報酬委員会を設置します。

　・ 役員報酬委員会は、会長、社長、独立社外取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。また、委員長は、取締役会の決議に

　　より、独立社外取締役から選任します。

　・ 役員報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議し、決定します。

　　ⅰ）役員等の報酬の基本方針の原案

　　ⅱ）役員等の報酬制度全般の原案

　　ⅲ）役員等の評価制度全般の原案

　　ⅳ）取締役の個人別評価（但し、代表取締役会長、取締役会長、代表取締役社長執行役員を除く。）と個人別報酬額及びその算定方法の原案

　　ⅴ）役員報酬決定手順・手続き及び最終的な報酬支払に関する裁量権の行使の原案

　　ⅵ）株主総会に付議する役員報酬の原案

　・ 同委員会は前項に基づき監査役報酬に関する方針・制度等の原案についても審議の上、監査役会へ伝達しますが、その審議内容は監査役

　　報酬を拘束するものではなく、監査役報酬は株主総会や監査役の協議に基づき決定します。

　・ 役員報酬委員会の決議につき、特別の利害関係を有する委員は審議及び決議に参加することができないものとします。

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 6 名

監査役の人数 5 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役、会計監査人及び内部監査部門である内部統制室の間で、それぞれの年間監査計画、監査結果等につき意見交換を行うなど、それぞれ

の監査の独立性に配慮しつつ、相互に連携を図り監査を実施しています。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名



社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名



会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

後藤　靖子 その他

小野　純司 他の会社の出身者 △

菊地　伸 弁護士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

後藤　靖子 ○
後藤氏は、当社との間に特別な利害関係
はありません。

後藤氏は、官公庁や自治体の重職を務めた経
験、上場企業経営者及びCFOとしての豊富な
経験や、他社の社外役員としての経験に基づ
き、当社業務執行の適正性確保や当社取締役
会の経営監督機能向上等の観点から、健全か
つ効率的な企業経営に向けた発言を適宜行う
等、活発な議論の実現に寄与しており、社外監
査役として適任であると考えています。

また、当社ガイドライン別紙「独立社外役員の
独立性基準」の各基準も満たしており、同氏を
独立役員に指定しております。

小野　純司 ○

小野氏は、2023年6月まで有限責任あず
さ監査法人のパートナーを兼職しておりま
した。当社は、2023年度、2024年度及び2
025年度に同法人に対し、コンサルティン
グ業務等を委託しておりますが、当社がこ
の業務の対価として同法人に支払った金
額は、いずれも同法人の当該事業年度の
売上高の１％未満であり、僅少です。

小野氏は、長年にわたる公認会計士としての
豊富な経験に基づき、当社業務執行の適正性
確保や当社取締役会の経営監督機能向上等
の観点から、健全かつ効率的な企業経営に向
けた発言を行う等、活発な議論の実現に寄与し
ており、社外監査役として適任であると考えて
います。

また、当社ガイドライン別紙「独立社外役員の
独立性基準」の各基準も満たしており、同氏を
独立役員に指定しております。

菊地　伸 ○
菊地氏は、当社との間に特別な利害関係
はありません。

菊地氏は、長年にわたる弁護士としての豊富
な経験や、他社の社外役員としての経験に基
づき、当社の業務執行における適正性確保や
当社取締役会の経営監督機能向上等の観点
から、健全かつ効率的な企業経営に向けた発
言を行う等、活発な議論の実現に寄与してお
り、社外監査役として適任であると考えていま
す。

また、当社ガイドライン別紙「独立社外役員の
独立性基準」の各基準も満たしており、同氏を
独立役員に指定しております。



【独立役員関係】

独立役員の人数 6 名

その他独立役員に関する事項

当社ガイドライン別紙「独立社外役員の独立性基準」の内容は次のとおりです。

独立社外役員の独立性基準

当社が指定する独立社外役員の独立性基準は、以下のいずれにも該当しない者とする。

（１）現在又は過去において、当社及び当社の子会社の業務執行者（業務執行取締役、執行役員、理事、部長等業務を執

　　 行する社員）であった者

（２）当社を主要な取引先（＊）とする者又はその業務執行者

　　＊当該取引先が過去３事業年度のいずれかにおいて、年間売上高の２％以上の支払いを当社から受けた場合、当社を

　　　 主要な取引先とする。

（３）当社の主要な取引先（＊）又はその業務執行者

　　＊当社が過去３事業年度のいずれかにおいて、年間売上高の２％以上の支払いを当該取引先から受けた場合、又は当

　　　 該取引先が当社に対し、過去３事業年度のいずれかにおいて、総資産の２％以上の金銭を融資している場合、当該取引

　　　 先を当社の主要な取引先とする。

（４）当社の大株主（総議決権の１０％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者

（５）当社が大株主（総議決権の１０％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）となっている者の業務執行者

（６）当社又は連結子会社の会計監査人又はその社員等として当社又は連結子会社の監査業務を担当している者

（７）当社から過去３事業年度のいずれかにおいて役員報酬以外に、年間１，０００万円を超える金銭その他の財産を得

　　 ている弁護士、司法書士、弁理士、公認会計士、税理士、コンサルタント等（ただし、当該財産を得ている者が法人、

　　 組合等の団体である場合は、当社から得ている財産が年間収入の２％を超える団体に所属する者）

（８）当社から過去３事業年度のいずれかにおいて年間１，０００万円を超える寄付を受けている者（ただし、当該寄付

　　 を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当社から得ている財産が年間収入の２％を超える団体の業務執行者

　　 である者）

（９）近親者（配偶者及び二親等以内の親族）が上記（１）から（８）までのいずれかに該当する者

（１０）過去３年間において、上記（２）から（９）までのいずれかに該当していた者

（１１）前各項の定めにかかわらず、当社と利益相反関係が生じうる特段の事由が存在すると認められる者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明

　業績連動報酬制度の概要、運用等については、本報告書の【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】をご参照ください。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 一部のものだけ個別開示

該当項目に関する補足説明



取締役と監査役の報酬等の額については、総額と区分ごとの内訳を事業報告及び有価証券報告書において開示しています。

また、有価証券報告書では、連結報酬等の総額が１億円以上の個別役員毎の報酬について開示しています。

（株主総会招集通知、事業報告）

　https://jp.mitsuichemicals.com/jp/ir/library/notice/index.htm

（有価証券報告書）

　https://jp.mitsuichemicals.com/jp/ir/library/ms/index.htm

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　当社役員の報酬の額、算定方法の決定方針等については、本報告書の【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】をご参照くださ
い。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

１．社外取締役のサポート体制

　社外取締役に対しては、事務局より取締役会に付議される議案等の内容について事前に説明しております。

　また、国内外拠点の視察、会計監査人とのミーティング、社内重要会議への陪席等の機会も設けています。

　社外取締役は、これらの取り組みを通じて、当社事業への理解を深めるとともに、課題やリスクを把握し、これらをもとに取締役会における発言
を行っています。

２．社外監査役のサポート体制

　社外監査役に対しては、常勤監査役が、監査役会において、経営会議等の社内の重要な会議の内容、往査の結果等、日常的な監査を通じて

得られた情報を報告し、情報の共有を行っております。また、取締役会の開催に際しては、予め資料を配付するとともに、常勤監査役より取締役

会に付議される議案等の内容について事前に説明しております。

　また、必要に応じ、国内外拠点における監査役監査に同席しています。会計監査人及び内部統制室との間では、それぞれと四半期に1回のミー
ティングを行い、監査計画の進捗及び結果について、報告を受けています。

　社外監査役は、これらの取り組みを通じて、適切な監査に寄与しています。

　また、社外取締役及び社外監査役のみを構成員とする会合を年に1回行い、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図っていま
す。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

――― ――― ――― ――― ――― ―――

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 0 名

その他の事項

・当社は、2025年3月31日付で相談役・顧問制度を廃止しています。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

　当社においては、業務執行から独立した社外取締役を含む取締役会が、経営の重要な意思決定及び各取締役の職務執行及び執行役員等の
職務の監督を行っております。また、監査役会設置会社として、取締役会から独立した監査役及び監査役会により、各取締役の職務執行状況等
の監査を実施しております。

　このような機関設計のもと、社則に基づく職務権限及び意思決定ルールの明確化、執行役員制度の導入による経営監督と業務執行の役割分担
の明確化、経営会議における重要事項の審議、全社戦略会議における全社視点に立った戦略討議等により、円滑・効率的な経営を目指しており
ます。また、監査役機能の重視、内部監査部門による業務の適正性監査、確実なリスク管理等を基にした内部統制システムにより、健全性・適正



性の確保に努めております。

　さらに、企業として、社会的要請に応え、株主を含むステークホルダーからの信頼を一層高めるために、ESG （Environment, Social, Governance

の略）に関する取り組み強化を図り、各種委員会を設置しております。また、ステークホルダーとの対話を重視し、IR活動、広報活動に積極的に取
り組み、適時、適正な情報開示により透明性の確保に努めております。

1.取締役会

　取締役会は、法令、定款及び当社取締役会規則に基づき、経営戦略、経営計画、その他当社の経営に関する重要な事項の決定を行うととも
に、各取締役の職務執行状況、関係会社の重要な業務執行、当社及び関係会社のコンプライアンスやリスク管理の運用状況等の報告を行うこと
で、当社グループの経営全般について監督を行っております。 また、取締役会は、会社経営に係る重要な方針について中間段階から討議すると

ともに、執行側に助言等を与えることによって、経営監督機能の強化を図っております。

　2025年度は、15回開催し、決議事項37件、報告事項38件、討議事項4件を付議しました。また、取締役会実効性向上の観点から、次の事項に注
力しました。提出日現在においては、取締役9名のうち、1名が女性となっております。

　(1)リスクマネジメントに関するモニタリング機能の更なる向上

　(2)迅速かつ適切な意思決定に資する支援の拡充

2.社外役員

　当社は、取締役会において、独立性をもった社外役員からの意見を受けることにより、経営者の説明責任が果たされ、経営の透明性確保が実現
できるものと考えております。また、専門的知見に基づくアドバイスを受けることにより、取締役会における適切な意思決定が可能となるものと考え
ております。

　本報告書提出日現在、取締役9名のうち4名が社外取締役、監査役5名のうち3名が社外監査役となっております。

当社は、社外役員の選任にあたっては、当社ガイドラインに定める選任基準に従って検討しております。また、当社の社外取締役4名のうち3名、
社外監査役は全員、当該選任基準に加え、金融商品取引所の定める独立性基準及び当社ガイドライン別紙「独立社外役員の独立性基準」を満た
すとともに、ステークホルダーの視点に立ち、当社の企業価値向上に対する有益かつ忌憚のない助言を行う等、実質的にも一般株主との利益相
反が生じる恐れがないことから、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。なお、社外取締役1名については、「1.機関構成・組織運営
等に係る事項」に記載のとおり、当社の独立性基準に基づき独立役員として指定していませんが、一般株主との利益相反となるような特別な関係
はなく、社外取締役としての職責を適切に果たして頂けるものと考えております。また、当社の社外役員と当社の間には、特別な利害関係はありま
せん。

3.人事指名委員会

　役員及び社長／CEOの選解任と候補者の指名に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的に、取締役会の諮問
機関として、「人事指名委員会」を設置しております。人事指名委員会は、会長、社長及び当社の独立性基準を満たす社外取締役3名から構成さ
れており、委員長は、当社の独立性基準を満たす社外取締役から選任しております。

　2025年度は8回開催し、主に次の議題につき議論しております。

　　ⅰ）社長／CEO後継者計画

　　ⅱ）社長／CEO中長期業務執行目標／評価

　　ⅲ）取締役会スキル・マトリックス

　　ⅳ）次年度役員選任案の原案

　　ⅴ）コーポレートフェロー制度の導入

2025年度における委員及び出席状況は次のとおりです。

　 ・ 取締役会長　淡輪　敏　　　　　 　　　　：8回出席（8回開催）

　 ・ 代表取締役社長執行役員　橋本　修 ：8回出席（8回開催）

　 ・ 社外取締役　馬渕　晃　　　　　　　　　 ：8回出席（8回開催）

　 ・ 社外取締役　三村　孝仁(委員長)　　 ：8回出席（8回開催）

　 ・ 社外取締役　木原　民　　　　　　　　　 ：8回出席（8回開催）

なお、本報告書提出日現在の委員は次のとおりです。

　 ・ 代表取締役会長　橋本　修

　 ・ 代表取締役社長執行役員　市村　聡

　 ・ 社外取締役　馬渕　晃

　 ・ 社外取締役　三村　孝仁（委員長）

　 ・ 社外取締役　木原　民

　　

4.役員報酬委員会

　当社は、役員及び執行役員の報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的に、取締役会の諮問機関として
「役員報酬委員会」を設置しております。役員報酬委員会は、会長、社長及び当社の独立性基準を満たす社外取締役３名から構成されており、委
員長は当社の独立性基準を満たす社外取締役から選任しております。

　2025年度は8回開催し、主に次の議題につき議論しております。

　　ⅰ）取締役賞与の支給

　　ⅱ）譲渡制限付株式報酬の支給

　　ⅲ）執行役員の契約形態の見直し

　　ⅳ）役員報酬制度に関する動向研究と課題整理

　　ⅴ）マルス・クローバック条項の導入

2025年度における委員及び出席状況は次のとおりです。

　・ 取締役会長　淡輪　敏　　　　　　　　 ：8回出席（8回開催）

　 ・ 代表取締役社長執行役員　橋本　修 ：8回出席（8回開催）

　 ・ 社外取締役　馬渕　晃（委員長）　　　 ：8回出席（8回開催）

　 ・ 社外取締役　三村　孝仁　　　　　　　　：8回出席（8回開催）

　 ・ 社外取締役　木原　民　 　　　　　　　　：8回出席（8回開催）

なお、本報告書提出日現在の委員は次のとおりです。

　 ・ 代表取締役会長　橋本　修



　 ・ 代表取締役社長執行役員　市村　聡

　 ・ 社外取締役　馬渕　晃（委員長）

　 ・ 社外取締役　三村　孝仁

　 ・ 社外取締役　木原　民

5.執行役員制度

　経営監督機能と業務執行機能の役割分担の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。これに伴い、取締役会決議事項以外の事
項については、当社決裁規則に基づき、執行役員以下へ決裁権限を委譲することにより、経営の意思決定のスピードアップと経営体制の一層の
強化・充実に努めております。

6.経営会議の設置

　取締役会に付議すべき事項のうち事前審議を要する事項及び業務執行に関する重要事項を審議するための機関として「経営会議」を設置し、適
正かつ効率的な意思決定が可能な体制を構築しております。2025年度は、23回開催しております。また、経営会議は、社長、役付執行役員及び
社長の指名する者をもって構成されており、同会議には監査役が出席し、必要なときには意見を述べることができることとしております。

7.全社戦略会議の設置

　当社の経営・事業上の課題等について、全社視点に立った戦略討議を行うための機関として全社戦略会議を設置しております。2025年度は、24
回開催しております。また、全社戦略会議は、社長、役付執行役員及び社長の指名する者をもって構成されております。

8.監査役監査及び内部監査の状況

　監査役は 、取締役会から独立した組織として、法令に基づく当社事業の報告請求、業務・財産状況の調査、会計監査人の選解任等の権限を行

使すること等を通じて、取締役の職務の執行、会社の内部統制、業績、財務状況等についての監査を実施しております。具体的には、常勤監査役
は、取締役会のみならず、経営会議等社内の重要な諸会議に出席し、また、社長等との間で定期的に意見交換を行う場を持つとともに、業務執行
役員の決裁書及び重要な議事録の回付を受け、確認するほか、各部門からの報告・説明を聴取しております。

　また、社外監査役は、取締役会への出席のほか、定期的に社外取締役との会合を持つとともに、必要に応じて、社内の重要な会議、常勤監査
役の監査に同席し、広い知識と豊富な経験に基づき、適切な監査に寄与しております。なお、社外監査役　後藤靖子氏は、官公庁や自治体の重
職を務めた後、上場企業の経営者及びCFOとしての幅広い経験を重ねてきており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。ま
た、社外監査役　小野純司氏は、長年にわたり公認会計士として幅広い経験を重ねてきており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有して
おります。また社外監査役　菊地　伸氏は、長年にわたり弁護士として幅広い経験を重ねてきており、コンプライアンス及びリスク管理に関する相
当程度の知見を有しております。

　2025年度は、監査役会を18回開催し、次の項目を重点的に監査しました。

　 ・VISON 2030達成に向けた取組み、課題

　 ・業務改革、固定費削減に関する取り組み、課題

　 ・リスク管理、コンプライアンス関係の懸念点や対応状況

　

　また、当社では、社内組織として「内部統制室」を設置し、18名の人員にて、予め経営会議で審議し策定した年間監査計画に基づき、関係会社を
含む当社グループの会計及び業務の監査を実施するとともに、結果について取締役会及び経営会議に報告しております。

　さらに、監査役、会計監査人及び内部統制室の間で、それぞれの年間監査計画、監査結果等につき意見交換を行うなど、それぞれの監査の独
立性に配慮しつつ、相互に連携を図り監査を実施しております。

　なお、当社監査役は、関係会社に対して、必要に応じて内部統制室や各社監査役による監査結果を踏まえた監査、各社監査役との情報交換等
も実施しています。

9.会計監査の状況

　当社は、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

　当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、次のとおりであります。

　　伊藤　正広

　　中野　強

　　関口　修一

10．各種委員会の設置

　当社は、コーポレート・ガバナンスの強化に資するため、各種委員会を設置しております。

　（1）リスクマネジメント委員会

　　　当社は、リスクマネジメントは経営そのものであるとの認識のもと、環境変化を把握した上で、成長に対する脅威の最小化と機会を最大限に

　　活用すべく全社視点でのリスクマネジメントシステムを運用しています。リスクマネジメントを「脅威」の最小化だけでなく「機会」の最大限の

　　活用を目指すことと定義し、リスクマネジメントオーナーを明確化することで、経営層が網羅的なリスクを認識を基に、全社視点で対応すべき

　　リスクの優先順位付けと対応方針を議論するリスクマネジメント委員会（委員長：社長）を設置しています。

　　　当委員会で特定された重点リスク（案）とその対応方針は、取締役会での決定を経て、経営計画システムに展開され、リスク対応

　　状況の可視化、リスクマネジメントの実効性の評価を行うことで、継続的なリスク対応のPDCAと実効性の向上を図っています。

　　2025年度は2回開催しております。

　　

　　　リスクマネジメントシステム運用により設定された全社重点リスクについては、有価証券報告書をご参照下さい。

　　　（有価証券報告書）

　　　（URL：https://jp.mitsuichemicals.com/jp/ir/library/ms/index.htm）

　　

　(2)ESG推進委員会

　　 ESG推進委員会（委員長：社長）は、ESG（Environment, Social, Governanceの略）の推進に関する当社グループ横断的な方針・戦略・計画を

　　審議の上、経営会議の承認を得ることとしております。持続可能な開発目標（SDGs）等で示されているESGに関する諸課題に対し、ビジネス

　　機会を探索し事業活動を通じた課題解決を図っていくこと、及び、企業としての社会的責任を果たしていくことにより、社会と当社グループの

　　持続可能な発展を目指してまいります。2025年度は4回開催しております。

　(3)コンプライアンス委員会

　　当社グループ全体のコンプライアンスマネジメント推進のため、コンプライアンス委員会（委員長：総務・法務部担当役員）を設置しております。

　　同委員会では、コンプライアンスマネジメントに関する年度計画方針を策定し、コンプライアンスに関する施策（予防、検知、初動対応及び恒久

　　対応並びに意識の向上にかかる施策）を実行します。2025年度は2回開催しております。



　　

　(4)レスポンシブル・ケア委員会

　　化学物質の開発から製造、物流、使用、最終消費を経て廃棄に至る全ライフサイクルにわたって、環境保全、保安防災、化学品安全、労働

　安全、物流RC、労働衛生及び品質の確保(以下RC活動)のため、レスポンシブル・ケア委員会(委員長：レスポンシブル・ケア委員会担当役員)

　を設置しています。同委員会では、RC活動に関する方針・戦略・計画の立案・活動実績の評価等を行っております。2025年度は3回開催して

　おります。なお、同委員会にて立案された重要な方針・戦略・計画等については経営会議で承認されます。

　(5)DX推進委員会

　　データとデジタル技術を活用して、顧客及び社会のニーズを基に製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのもの、組織、

　プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性の確立・当社グループの持続可能な発展を目指すため、DX推進委員会(委員長：社長)を

　設置しております。同委員会では、DX推進に関するグループ横断的な方針・戦略・計画の審議・討議・報告等を行っており、サイバーセキュリ

　ティ強化に向けた対策の検討も実施しています。2025年度は3回開催しております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、現状の体制が、上述した当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方を実現するために適切であると考えております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 株主総会日の28日前に発送しております。

集中日を回避した株主総会の設定 2026年3月期（第29期）の定時株主総会を6月24日に開催しました。

電磁的方法による議決権の行使 第13期定時株主総会（2010年6月24日開催）より採用しております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

第13期定時株主総会（2010年6月24日開催）より議決権電子行使プラットフォームに参加
しております。

招集通知（要約）の英文での提供 英文招集通知（要約）をホームページ等に掲載しております。

その他
2026年3月期（第29期）の定時株主総会の招集ご通知につきましては、発送日(6/2)よりも
前(5/27)に当社ホームページにて情報開示しております。また、東京証券取引所に対して
も発送日前に提出し、縦覧に供しております。



２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表

<基本方針>

　当社グループは、株主・投資家、顧客、取引先、地域社会、従業員等、当社
グループを取り巻く様々なステークホルダーとの信頼関係を維持・発展させる
ため、公正で透明性の高い情報を適時適切に開示するとともに、経営トップを
始めグループ全体での積極的なコミュニケーション活動を行います。

<情報開示の基準>

　金融商品取引法等の諸法令及び東京証券取引所の適時開示規則（以下、
「適時開示規則」）」に従い、透明性、公平性を基本とした適時適切な情報開示
を行います。

　また諸法令や適時開示規則に該当しない場合でも、ステークホルダーに当社
を理解いただくために重要あるいは有益であると判断した情報については、積
極的かつ公平に開示します。

<情報開示の方法>

　適時開示規則の定める情報の開示を、同規則に従い東京証券取引所の提
供する適時開示情報伝達システム(TDnet)を通じて行うとともに、同システムに
より公開した後は、速やかに当社ホームページにも掲載します。適時開示規則
に該当しない場合でも、重要あるいは有益であると判断した情報については、
当社ホームページへの掲載等により広く開示します。

<沈黙期間>

　決算情報（四半期決算情報を含む）の漏洩を防ぎ、かつ情報開示の公平性を
確保する観点から、決算期末日の翌日から各決算発表日までを沈黙期間と定
めています。この期間中は、決算、業績見通しに関する質問への回答やコメン
トを差し控えることとしています。ただし、この沈黙期間中に業績予想が大きく
変動する見込みが出てきた場合には、適時開示規則に従い、適宜公表しま
す。

個人投資家向けに定期的説明会を開催
首都圏や主要都市を中心に、年に数回、個人投資家向け説明会を開催して

おります。
なし

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

年度決算及び第２四半期決算発表後に、経営概況説明会を実施しておりま
す。また、各四半期決算発表当日には、ネットコンファレンスを実施しておりま
す。加えて、年に数回、国内外の施設見学会及び事業戦略に関する説明会等
のIRイベントも開催しております。

　また、社外取締役同席のもとでESG説明会を実施し、社外取締役からみた当
社経営について説明する機会を設けるとともに、社外取締役全員と機関投資
家とのスモールミーティングや個別の面談を実施しており、当社経営全般に関
する意見交換を行っています。

あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催
北米、欧州、アジアの機関投資家を年に各２～３回訪問（又はオンラインミー
ティングを開催）し、経営戦略等の説明および意見交換を実施しております。

また、年に数回、証券会社主催のコンファレンスにも参加しております。

あり

IR資料のホームページ掲載

決算短信・業績予想修正等の適時開示資料、有価証券報告書、四半期報告

書、アニュアルレポート、アナリスト・機関投資家向け資料、コーポレート・ガバ
ナンスの状況及び株主総会招集通知を掲載しております。また、投資家向け
に社長メッセージ動画を掲載しております。(詳細は、https://jp.mitsuichemicals
.com/jp/ir/index.htmをご参照願います。)

IRに関する部署（担当者）の設置
IRに関する専門部署として、コーポレートコミュニケーション部にIRグループを
設置しております。



３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

企業活動において、「社員一人ひとりが何を大切に考え、行動するか」を明確にするため、
2006年に「三井化学グループ行動指針」を制定しております。また、2012年には当社の「企
業グループ理念」及び「行動指針」を貫く基本的な考え方として、Challenge, Diversity, One

Teamをコアバリューとして制定しました。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

当社グループは、「地球環境との調和の中で、材料・物質の革新と創出を通して高品質の
製品とサービスを顧客に提供し、もって広く社会に貢献する」という企業理念の下、従来よ
り、経済・環境・社会のバランスを重視した3軸経営を行っています。あらゆるステークホル
ダーを視野に、企業と社会の持続可能な発展を目指す取り組みを行っています。

また、環境保全、保安防災、労働安全衛生、化学物質マネジメント、品質、物流等の諸活
動に関しては、企業グループ理念、行動指針、レスポンシブル・ケア基本方針の下、レスポ
ンシブル・ケア活動として推進するとともに、法令・ルール遵守の徹底や、地域貢献活動、
関係する人々や企業との良好なコミュニケーションを大切にしながら、事業活動を展開して
います。

なお、これらの活動の詳細な内容は、当社ホームページの「サステナビリティ」に公開して
います。

(詳細はhttps://jp.mitsuichemicals.com/jp/sustainability/index.htmをご参照願います。)

その他

【多様性の尊重】

　当社は、コアバリューのひとつにダイバーシティ（多様性）を掲げ、社員の一人ひとりが生
き生きと働ける会社にすることをめざし、ダイバーシティとインクルージョン（包含・協働）、エ
クイティ（公平性）の視点での取り組みを積極的に展開しています。

　2018年度より、管理職の意識改革を目的として、新任ライン長研修の中でダイバーシティ
について学ぶ時間を設け、組織に多様な人材が必要な理由やその社会的背景に加え、女
性の活躍を阻むアンコンシャス・バイアスや、男性の家事育児参画の必要性、障害者雇
用、性的マイノリティに対するハラスメント防止についてなどについて理解を深めています。

　2020年度から2023年度は部長層に対して、アンコンシャス・バイアスの個人測定やグ
ループワークを盛り込んだ研修を実施しました。

　障害者雇用については、一般職場への配置によりインクルーシブな組織を目指した取り
組みを進めています。2025年度は法定雇用率を遵守した2.5％を達成しています。

　また、性的マイノリティ当事者に理解を占める活動として「三井化学LGBTQアライ宣言」を
開始し、着実にアライを増やしてきています。2022年以降、段階的に同姓パートナーに一部
福利厚生制度の適用範囲を拡大しています。2024年、2025年と2年連続PRIDE指標ゴール
ドを取得しました。

　その他、障害理解や多文化理解、女性の健康、病気治療と仕事の両立など、マイノリティ
が企業で働くことに対する理解を促すことを目的にした任意参加のセミナーも複数行い、社
員の意識向上に役立てています。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

１．当社及び子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　(１)当社及び子会社において、業務執行を行う取締役は、各社の取締役会規則に従い、重要な業務執行については、取締役会の承認を求め

るほか、業務執行に際して認識した、法令・定款違反及び重大な損害が発生したこと又は発生する可能性、自己の行った重要な業務執行

その他業務執行に係る重要な事実を取締役会における報告その他の方法により取締役・監査役に報告する。

　(２)当社において、取締役会に付議すべき事項のうち事前審議を要する事項及び業務執行に関する重要事項を審議するための機関として

「経営会議」を設置し、適正かつ効率的な意思決定が可能な体制を構築する。同会議には監査役が出席し、必要なときには意見を述べる

ことができることとする。

　(３)当社において、社内組織として内部統制室を設置し、予め経営会議で審議し策定した年間監査計画に基づき、当社及び子会社の会計

及び業務における法令遵守状況等の監査を実施するとともに、結果について経営会議に報告する。

　(４)当社及び子会社の社員を対象とした法令・ルール遵守教育を、e-ラーニングや階層別研修等の方法により実施する。

　(５)当社及び子会社の社員が業務を遂行する上で法令・ルール遵守の観点から特に注意を払わなければならない事項について、ポイントを

まとめたガイドブックを作成して当社及び子会社社員に周知し、法令・ルール遵守の徹底を図る。

　(６)当社及び国内外の子会社の社員や仕入先・工場協力会社等の取引先が、情報の通報を行える内部通報制度を整える。

当社社員(子会社への出向者を含む)を対象に定期的に実施するコンプライアンス教育や、社内のネットワークシステムや公式

ＨＰへの掲載を通じて内部通報制度の存在及び活用を周知徹底する。

　(７)当社及び子会社は、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、一切の関係を持たず、かつ不当要求等の介入に対しては、警察

等外部専門機関との緊密な連携のもと、関係部署が連携・協力して組織的に対応し、利益の供与は絶対に行わないものとし、反社会的

勢力への対応につきマニュアル等にてその方針を明確化して周知・徹底を図る。

２．当社及び子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　(１)当社及び子会社において、取締役会規則その他の社則に基づく職務権限及び意思決定ルールにより、適正かつ効率的に取締役の職務

の執行が行われる体制をとり、取締役会では経営に関する重要事項について意思決定するとともに、各取締役の業務執行を監督する。



　(２)当社において、経営監督機能と業務執行機能の役割分担の明確化を図るため、執行役員制度を導入する。この体制において取締役会

は、経営監督機能と全社戦略の策定機能をもつので、事業運営実態との乖離を招かないよう、業務執行取締役を置く。

　(３)当社「決裁規則」その他の社則により、子会社に関する事項についての当社及び子会社の権限分配及び意思決定手続を明確化する。

３．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　当社において、取締役の職務執行に係る情報については、「取締役会規則」その他の社則に従い、文書又は電磁的記録により作成・保存

・管理するものとし、これにより取締役の職務執行に係る情報へのアクセスを確保する。

４．当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　(１)リスクを、「経営戦略・目標の達成に影響を与える当社グループを取り巻く事象がもたらす不確実性及び変化」と定義し、社長を委員長

　　　とする「リスクマネジメント委員会」で、「全社重点リスク」を「全社リスクレビュー」を通じて選定し確定させ、経営会議の審議を経て取締役会

　　　で決議する。リスクマネジメント委員会は、全社リスクレビューを行う他、全社リスクマネジメントの基本方針、戦略、計画、重要施策を

　　　審議する。

　　　各担当役員は、全社重点リスクを、自らの所掌領域における戦略ローリングや予算に落とし込み、PDCAを着実に実施する体制をとる。

　(２)リスクの顕在化により、当社及び子会社に重大な影響を及ぼす可能性のある危機が発生した場合に備え、予め想定される危機に対して

迅速かつ的確な対応を図るための体制を整え、顧客に対して供給責任を果たせるよう、当社及び主要な子会社において適切な事業継続

計画（BCP）を策定する。

　(３)当社及び子会社に重大な影響を及ぼす案件が発生した場合には、当社においては「危機管理規則」に基づき、社長又は社長が任命す

る者を本部長とする対策本部を速やかに設置し、その指示のもと、関係部署が連携・協力して、人身の安全、損害の最小化等に向けた

施策を迅速・的確に実施する。また、子会社においても、当社「危機管理規則」又は各社の規則に基づき、当社との連携も含め、適切な

対応を行う。

　(４)当社及び主要な子会社において、各社がそれぞれのリスク状況について分析を行うとともに、子会社については、当社の所管部門が

その報告を受けて対応の進捗管理を行うこととし、また、内部統制室による監査の対象とする。

　(５)社員の意識向上を図り、リスクマネジメント施策の実効性を高めるため、当社及び子会社の社員を対象としたリスクマネジメント教育を実施す
る。

５．子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制その他当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正

を確保するための体制

　(１)当社及び子会社の健全かつ円滑な運営のため、当社「関係会社管理規則」その他の社則により、子会社が当社の事前承認を要する

事項及びその他の事項に関する意思決定手続等を明確にする。また、主要な子会社にも関係会社管理規則等の内容を踏まえた社則を

整備させ、当該整備状況を、内部統制室による監査の対象とする。

これに加え、2020年からは、「三井化学グループ グローバル・ポリシー プラットフォーム」（M-GRIP）を整備、運用していく。

M-GRIPは、リスクマネジメント及びビジネス・サポートの観点から、意思決定、人事、経理、購買、物流等に関する方針、施策、遵守事項

等を子会社に展開するための基盤である。当社機能部門は個々のグローバル・ポリシーを制定し、子会社への展開を支援し、子会社は

グローバル・ポリシーを受諾し、遵守して業務遂行する。

　(２)子会社ごとにその運営管理を担当する部署（所管部門）を定める。所管部門は、当該子会社の管理を適切に行うために、当社の経営方針

及び所管部門の経営戦略の周知・徹底、当該子会社の経営状況の把握等を行う。

　(３)主要な子会社には監査役を派遣し、派遣された監査役が監査を実施するとともに、当社の内部統制室が定期的に監査を実施し、法令

遵守、リスク管理及びその他の業務処理が適正に行われていることを確認する。当社の監査役はこれらの結果を踏まえ、必要に応じて自ら

調査を行う。

６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

　当社において、監査役の職務を補助するために、監査役直属の法務・経理等の専門知識を有する専任の社員を置く。

７．監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性に関する事項

　 当社において、監査役の職務を補助する社員は、監査役の指揮命令下で職務を遂行する。当該社員の配置・異動・人事評価にあたって監査

役の意思が反映される体制をとる。

８．当社及び子会社の取締役及び使用人等が当社の監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

　(１)当社及び子会社の取締役及び社員は、監査役監査規則その他の社則に従い、当社監査役が報告を要請した事項、内部監査部門が行っ

た内部監査の結果、重要なリスク情報、当社グループに重大な影響を及ぼす可能性のある危機情報等を当社監査役に報告する。また、

リスクホットラインを通じて当社及び子会社の社員や仕入先・工場協力会社等の取引先より報告された情報についても即時又は適宜当社

監査役に報告される。

　(２)当社において、監査役は、会計監査人より年間監査計画の説明を受け、確認を行うとともに、監査結果の報告を受ける。

　(３)子会社における監査役の監査結果は必要に応じて、当社の監査役に報告される。また、当社の監査役と子会社の監査役との間で必要に

応じて情報交換を行う。

９．監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制

　 当社においては、監査役への報告を行った者に対し、当該報告を理由として不利益な取扱い（解雇、降格、減給、配置転換その他の人事処分

のほか、あらゆる報復措置等を含む。）を行わないこととし、子会社にも同様の取扱いをさせる。

１０．監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る

方針に関する事項

　　 当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、費用の前払等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役

の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

１１．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　(１)当社において、監査役は、取締役会及び社内の重要な諸会議に出席する。また、社長等との間で定期的に意見交換を行う場を持つ。

　(２)当社において、監査役は、業務執行取締役の決裁書及び重要な諸会議の議事録の回付を受け、確認する。

　(３)当社において、監査役は、会計監査人との間及び内部統制室との間で、それぞれの年間監査計画、監査結果等につき意見交換を行うなど

それぞれの監査の独立性に配慮しつつ、相互に連携を図り監査を実施する。

（注）上記１、２、４、５、８及び９の各体制については、子会社のみならず、可能かつ適切な範囲で持分法適用関連会社にも準用します。



２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

１．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

　当社は、2006年2月に「三井化学グループ行動指針」を制定し、その１番目に「いかなる利益の追求よりも、法令・ルールの遵守を優先する」こと

を規定しています。

　また、企業存続の大前提である法令・ルール遵守の観点から、社員が業務を遂行する上で特に注意を払わなければならない事項についてポイ

ントをまとめた「コンプライアンスガイドブック」を作成し、当社の全社員に配布しています。

　この「コンプライアンスガイドブック」において、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、一切関係を持たないことを掲げ、反社会的勢力

から接触があった場合の対応及び総務担当部署への相談について記載しています。

２．反社会的勢力排除に向けた整備状況

　（１）対応統括部署の設置

　　総務担当部署を対応統括部署とし、反社会的勢力との関係を遮断するための取組みを支援しています。

　（２）外部専門機関との連携

　　上記対応統括部署において、弁護士や警察などの外部専門機関との間で、平素から意思疎通を行い、緊密な連携関係を構築しています。

　（３）反社会的勢力に関する情報の収集・管理

　　上記対応統括部署において、弁護士、警察などの外部専門機関や他企業との間で定期的に反社会的勢力に関する情報の交換を行い、収集

　　した情報を一元的に管理・蓄積しています。また、この情報は、適宜関係する部署へ周知し、注意喚起を行っています。

Ⅴその他

１．買収への対応方針の導入の有無

買収への対応方針の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

１．模式図

別添のとおり

２．適時開示体制の概要

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりです。

（１）総務・法務部長を「情報取扱責任者」に指名し、会社情報の種類に応じて次の体制で適時開示を行っております。

　①決定事実

　　a. 各部長は、決定事実となる可能性のある情報(子会社に係るものを含む。)を、事前に総務・法務部長及びコーポレートコミュニケーション

　　　 部長へ連絡する。

　　b. 総務・法務部長は、決定事実に該当する事項につき、総務・法務部担当役員及び社長の内容確認を経た上で、「取締役会規則」の定めに

　　　 従って、取締役会に議案を上程する。

　　c. コーポレートコミュニケーション部長は、上記事項につき取締役会の決議後速やかに適時開示を行う。

　②発生事実

　　a. 各部長は、発生事実に該当する可能性のある情報（子会社に係るものを含む。）を得た場合、社長、総務・法務部担当取締役、総務・法務

　　　 部長、コーポレートコミュニケーション部長その他に速やかに連絡する。

　　b. コーポレートコミュニケーション部長は、連絡を受けた情報のうち発生事実に該当するものについて、速やかに総務・法務部担当取締役及び

　　　 社長に報告の上、適時開示を行う。

　③決算情報

　　a. 経理部長は、決算情報（業績予想の修正を含む。）を起案し、経理部担当取締役及び社長による内容確認を経た上で総務・法務部長及び

　　　 コーポレートコミュニケーション部長へ連絡する。

　　b. 総務・法務部長は、「取締役会規則」の定めに従って、取締役会に議案を上程する。

　　c. コーポレートコミュニケーション部長は、取締役会の決議後速やかに適時開示を行う。

（2）なお、コーポレートコミュニケーション部長は、東京証券取引所への適時開示と同時に、報道機関に対しても、資料配布や記者会見等により

　　 会社情報を公表しております。
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特に期待される
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取締役(社内) 取締役(社外) 監査役(常勤) 監査役(社外)

企業経営/
経営企画

● ● ● ● ● ●

事業ポート
フォリオ変革

● ● ● ● ●

生産・技術/
R＆D

● ● ● ● ●

新規事業創出/
M＆A

● ● ● ● ● ● ● ●

グローバル
ビジネス

● ● ● ●

財務・会計/
ファイナンス

● ● ● ● ● ●

リスク
マネジメント

● ● ● ● ● ● ●

ダイバーシティ、
組織/人材マネジ

メント
● ● ●

サステナビリティ ● ● ●

【取締役会スキル・マトリックス】
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